
 

 

 

 

 

 

 

 

金沢市では、地球温暖化の防止や廃棄物の削減につながる環境に配慮した行動を   

実践している市内の小売店を「環境にやさしい買い物推進店」として登録しています。 

 環境に配慮した取り組みを実践しているお店としてイメージアップに活用しません

か？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎たとえば、このような取り組みを行っていませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金 沢 市 

 

このステッカーが 

目印です！ 

◆簡易包装を実施している 

◆商品の修理またはリフォームを行っている 

◆地元産の食材や加工品の販売コーナーがある 

◆買い物袋を持参するお客様に対し、ポイント付与等のサービスを行っている 

◆店舗から生じるごみの減量や分別を徹底している 

◆照明や空調の節電に努めている  

実施している 実施していない 

「環境にやさしい買い物推進店」として 

登録しませんか？ 

詳しくは裏面をご確認ください。 

店舗の状況に応じた“環境にやさしい 

取り組み”を始めませんか？ 

【推進店ステッカー】 

登録していただくと・・・ 

実践されている取り組みを 

各種イベントや市ホームページ、

公式SNS等で積極的に市民へ 

広報します！ 



１．目的 

地球温暖化の防止や廃棄物の削減につながる環境に配慮した行動を実践している市内の小売

店を「環境にやさしい買い物推進店」として登録し、その取組内容について広く市民に情報を

発信し、理解と協力を求めていくことにより、推進店の取組促進とその輪の拡大を図るととも

に、市民の環境にやさしい買い物行動の定着を目指すものです。 

２．登録の対象となる取り組み 

下記取り組みのいずれかを実施する市内の店舗。※飲食店は対象外とします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．登録までの流れ 

 ・登録しようとする事業者は、その店舗毎に申請書（市公式ホームページからダウンロード可能）

を記入し、ゼロカーボンシティ推進室へご提出ください。（郵送でも可） 

・市は申込書の内容を確認し、登録対象店舗として認められる場合には「推進店」として登録し、

登録証とステッカーを交付します。 

４．推進店の取り組み 

 ・登録証及びステッカーを店頭等に掲示してください。 

・毎年６月(環境月間)及び10月(食品ロス削減月間)は、市が実施する「環境にやさしい買い物    

キャンペーン」に参加してください。 

・前年度の取組状況を市へ報告してください。 

 〈お問い合わせ・申請先〉 金沢市環境局環境政策課 ゼロカーボンシティ推進室 
〒920-8577 金沢市柿木畠 1番1号  ℡：(076)220-2507  FAX：(076)260-7193 
E-mail：zerocarbon@city.kanazawa.lg.jp 

(1) 金沢市におけるレジ袋の大幅な削減に向けた取組に関する協定の締結 

(2) 簡易包装の推進 

(3) ばら売り・量り売り・少量パックによる容器包装の削減 

(4) チラシ、包装用紙等への再生紙使用 

(5) 再生品又は容器包装に再生品を利用した商品の販売  

(6) トレー、牛乳パック等の資源物の店頭回収 

(7) 石川県産の食材等及びその加工品の販売コーナーの常設 

(8) 徒歩で来店する者及び自転車又は公共交通を利用して来店する者への優遇 

(9) 商品の修理又はリフォームの実施 

(10) 事務用品等の調達におけるグリーン購入の実践 

(11) 店舗から生じるごみの減量化や分別の徹底   

(12) 従業員への環境教育の実施   

(13) 従業員へのエコドライブ（環境に配慮した運転をいう。）の推進  

(14) 店舗における照明及び空調温度の適正な管理   

(15) 照明、ＯＡ機器等への省エネルギー機種の導入   

(16) 再生可能エネルギー設備の導入   

(17) エコショップ・アクションプラン認定制度に基づく行動計画の認定 

(18) （食品ロス削減対策）食料品廃棄の抑制 

(19) （食品ロス削減対策）フードドライブ活動の実施 

(20) （食品ロス削減対策）食品ロスに関することについての周知・啓発 

(21) （脱プラスチック対策）プラスチック製品の使用の削減 

(22) （脱プラスチック対策）環境にやさしい素材への転換 

(23) （脱プラスチック対策）代替製品の製造・開発・販売 

(24) （脱プラスチック対策）脱プラスチックに関することについての周知・啓発 

(25) その他環境に配慮した取組 


